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「いわゆる健康食品」から検出された医薬品成分について 
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要旨 
平成 23 年度に｢いわゆる健康食品｣中の医薬品等 156 成分を対象とする UPLC を用いたスクリーニング分析法を構築した。平成 25 年度末

では 246 成分を検査することが可能となった。成分の同定については、原理の異なる数種の確認試験を組み合わせて行っている。平成 21
年度から平成 25 年度の違反製品数は 23 製品、検出された医薬品成分数は 14 成分であり、その内訳は強壮成分が 11 成分及び痩身成分が 3
成分であった。 
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はじめに 

 近年、人々の健康に対する意識や関心が変化し、

健康の維持、増進のほかに痩身、強壮効果等を期待

して「いわゆる健康食品」が広く用いられるように

なっている。しかし、これら健康食品の中には、効

果を高めるために医薬品成分を含有した製品がみら

れ、それらを摂取することにより健康被害を受ける

といった事例が数多く報告されている 1)-4)。 

千葉県では、健康食品によるこれらの健康被害を

未然に防止するために、無承認無許可医薬品取締事

業による試買検査を行っている。 

我々は、平成 18 年度にフォトダイオードアレイ

検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC/PDA）

スクリーニング分析法を構築した 5)。その後、分析

対象成分を追加し 6),7)、検査を実施していたが、対

象成分の増加に伴い、他成分と十分な分離が得られ

ない事例や測定時間が長くならざるを得ない事例な

ど、構築した分析法では問題点の残る事例が明らか

になってきた。  
その問題点を解決すべく平成 23 年度にフォトダ

イオードアレイ検出器付き超高速液体クロマトグラ

フ（UPLC/PDA）による新たなスクリーニング分析法

を構築した 8)。その後分析可能な成分を増やし、平成

25 年度末では 246 成分のスクリーニング分析が可能と

なった（表 1）。  
今回、これらの状況を踏まえ、平成 21 年度から

平成 25 年度に当県で「いわゆる健康食品」から検出

された医薬品成分について報告する。  

 

実験方法  
１．試料  
 平成 21 年度から平成 25 年度にインターネット通

信販売や千葉県内の販売店で試買した製品を試料と

した。  
２．標準品及び試薬  
１）標準品  

医薬品等 156 成分については既報 5)-8)のとおりで

ある。ミリスチシンは Accu Standard 製、アコニチン、

アルテミシン及びセロトニン塩酸塩は ALEXIS 製、

コリナンチンは EXTRASYNTHESE 製、キニーネは

Fluka 製、オキシテトラサイクリン塩酸塩、7,8-ジヒ

ドロカワイン、ジピリダモール、5,6-デヒドロカワ

イン、フィスシオン、ヤンゴニン及びロサルタンは

LKT laboratories 製、アセトヘキサミド、エピカテキ

ン、カテキン水和物、ケンフェロール、ジゴキシン、

シ プ ロ ヘ プ タ ジ ン 塩 酸 塩 及 び ロ テ ノ ン は MP 
BioMedicals 製 、 メ ト カ ル バ モ ー ル は Selleck 
Chemicals 製、S-アデノシルメチオニン塩酸塩、アロ

エエモジン、エメチン塩酸塩、エモジン、クリソファ

ノール、ジギトキシン、ニケタミド、ベンフォチア

ミン、マンデロニトリルグルコシド、メトクロプラ

ミド塩酸塩、ラウオルシン塩酸塩、レイン、レセル

ピン及びレパグリニドは SIGMA-ALDRICH 製、ウィ

ザフェリン A は常磐植物化学研究所製、テラゾシン

及びベラトラミンは Toronto Research Chemicals 製、

クマリン及びリボフラビンは関東化学製、クルクミ

ン、シメチジン、パントテン酸カルシウム、ヒノキ

チオール、フェンテルミン、ブルシン二水和物及び  
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表 1 UPLC/PDA スクリーニング分析で検出可能な医薬品等の成分及び保持時間

成分名
保持時間

（分）
成分名

保持時間
（分）

成分名
保持時間
（分）

レボドパ 0.43 サリチル酸 4.02 ブロチゾラム 5.24
アセスルファムカリウム 0.63 クマリン 4.02 β-エストラジオール 5.28
セロトニン 0.76 コリナンチン 4.06 シクロペンチナフィル 5.29
5-ヒドロキシトリプトファン 0.95 p-アミノ安息香酸エチル 4.07 アロエエモジン 5.29
リコリン 0.99 ヨヒンビン 4.07 ビペリデン 5.29
L-フェニルアラニン 1.24 フェノバルビタール 4.10 コルチゾン酢酸エステル 5.30
アセトアミノフェン 1.26 バルデナフィル 4.13 ジブカイン 5.33
テオブロミン 1.43 エストリオール 4.19 グリチルリチン酸 5.35
パントテン酸 1.49 バイカリン 4.25 テストステロン 5.38
ノルエフェドリン 1.55 ダイゼイン 4.28 カワイン 5.38
サッカリン 1.75 テトラヒドロパルマチン 4.29 ケトプロフェン 5.39
ヒドロクロロチアジド 1.92 2,4-ジニトロフェノール 4.30 7,8-ジヒドロカワイン 5.41
ニケタミド 2.23 マジンドール 4.32 ナプロキセン 5.41
フェンフォルミン 2.25 ヒドロキシホンデナフィル 4.32 フルオキセチン 5.41
ガランタミン 2.35 シクロバルビタール 4.33 セルトラリン 5.44
プロカイン 2.36 パパベリン 4.33 レセルピン 5.44
テオフィリン 2.42 コルヒチン 4.36 オキシフェンブタゾン 5.45
エフェドリン 2.48 グリシテイン 4.37 レイン 5.49
シメチジン 2.56 ルテオリン 4.39 プソイドバルデナフィル 5.52
プソイドエフェドリン 2.69 クエルセチン 4.39 エチニルエストラジオール 5.53
S-アデノシルメチオニン 2.69 デキストロメトルファン 4.40 グリクラジド 5.54
トリプタミン 2.74 ノスカピン 4.40 p-ヒドロキシ安息香酸イソブチル 5.55
アミノピリン 2.77 ホンデナフィル 4.42 [6]-ギンゲロール 5.56
メチルエフェドリン 2.78 フェンフルラミン 4.43 クロルプロマジン 5.56
トリプトファン 2.81 ベルベリン 4.47 エストロン 5.57
アブリン 2.82 プレドニゾロン 4.49 メチルテストステロン 5.58
カテキン 2.97 ヒドロコルチゾン 4.52 p-ヒドロキシ安息香酸ブチル 5.59
カフェイン 3.06 p-ヒドロキシ安息香酸エチル 4.53 5,6-デヒドロカワイン 5.60
バルビタール 3.14 コルチゾン 4.54 ヤンゴニン 5.60
ベンジルアルコール 3.16 ベラトラミン 4.59 デヒドロイソアンドロステロン 5.60
スコポラミン 3.17 ニトラゼパム 4.60 脱N -メチルシブトラミン 5.61
D-アミグダリン 3.19 イカリイン 4.60 シブトラミン 5.62
キニーネ 3.20 ジピリダモール 4.66 ブメタニド 5.62
エルゴメトリン 3.22 ピロキシカム 4.68 クロルプロチキセン 5.63
ハルモール 3.22 テトラカイン 4.69 バイオカニンA 5.66
コバラミン 3.30 フロセミド 4.69 ニメスリド 5.71
エピカテキン 3.30 レバウジオシドA 4.70 ジギトキシン 5.76
フェンテルミン 3.32 ゲニステイン 4.70 スピロノラクトン 5.78
リボフラビン 3.32 アピゲニン 4.70 アリストロキア酸Ⅰ 5.80
ゲニポシド 3.33 ステビオシド 4.71 ピペリン 5.80
ビオチン 3.33 アモバルビタール 4.73 ニフルミン酸 5.83
マンデロニトリル 3.34 ジゴキシン 4.73 ジエチルスチルベストロール 5.83
ロガニン 3.35 カルバマゼピン 4.75 チモール 5.87
トリメトプリム 3.36 シルデナフィル 4.75 クルクミン 5.87
ベンフォチアミン 3.40 ケンフェロール 4.75 ヒドロコルチゾン吉草酸エステル 5.91
ストリミニーネ 3.41 メトキサレン 4.78 ホモチオデナフィル 5.95
アポモルフィン 3.41 ヒドロキシホモシルデナフィル 4.79 チオデナフィル 5.96
トリアムテレン 3.44 ビサコジル 4.79 カルプロフェン 5.97
オキシテトラサイクリン 3.44 メサコニチン 4.80 フルルビプロフェン 5.98
マグノフロリン 3.45 シタロプラム 4.83 アルテミシン 6.00
リドカイン 3.47 ヒノキチオール 4.84 メステロロン 6.01
ミノキシジル 3.48 ベタメタゾン 4.84 ミリスチシン 6.04
ダイジン 3.48 ケトコナゾール 4.86 スキシブゾン 6.11
ブルシン 3.49 ロサルタン 4.87 クロロプレタダラフィル 6.12
ペオニフロリン 3.49 デキサメタゾン 4.87 チオアイルデナフィル 6.13
グリシチン 3.52 フルメタゾン 4.88 ジクロフェナクナトリウム 6.14
アスパルテーム 3.55 アミノタダラフィル 4.88 アンドロステロン 6.15
アトロピン 3.58 ホモシルデナフィル 4.91 グリベンクラミド 6.16
エメチン 3.61 フェノールフタレイン 4.94 ベタメタゾン吉草酸エステル 6.16
メトクロプラミド 3.61 アコニチン 4.94 インドメタシン 6.17
ルチン 3.64 コルチコステロン 4.95 エモジン 6.17
センノシドB 3.66 バイカレイン 4.97 N -ニトロソフェンフルラミン 6.17
クロルフェニラミン 3.70 α-リポ酸 4.98 イブプロフェン 6.24
イソクエルシトリン 3.70 トリアムシノロンアセトニド 5.01 ハルシノニド 6.26
テラゾシン 3.71 p-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル 5.02 グリメピリド 6.32
ゲニスチン 3.77 メチソシルデナフィル 5.02 フェニルブタゾン 6.33
安息香酸 3.82 p-ヒドロキシ安息香酸プロピル 5.09 アムシノニド 6.36
マンデロニトリルグルコシド 3.82 シプロヘプタジン 5.09 酢酸シプロテロン 6.37
ソルビン酸 3.83 フルオシノロンアセトニド 5.10 ロテノン 6.37
メトカルバモール 3.84 フォルモノネチン 5.12 プロピオン酸クロベタゾール 6.40
アスピリン 3.85 プレドニゾロン酢酸エステル 5.12 酢酸メドロキシプロゲステロン 6.50
センノシドA 3.87 タダラフィル 5.14 メフェナム酸 6.54
クエルシトリン 3.89 ジアゼパム 5.14 ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル 6.56
ラウオルシン 3.89 ウィザフェリンA 5.14 リモナバンド 6.62
チオキナピペリフィル 3.91 トリアゾラム 5.14 トルフェナミン酸 6.70
p-ヒドロキシ安息香酸メチル 3.93 オイゲノール 5.15 クリソファノール 6.76
クロザピン 3.93 キサントアントラフィル 5.16 タモキシフェン 6.89
ロシグリダゾン 3.94 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5.17 トリクロサン 6.93
メラトニン 3.96 アセトヘキサミド 5.17 フィスシオン 7.09
エテンザミド 3.98 トルブタミド 5.20 スチルベン 7.12
デヒドロ酢酸 3.99 レパグリニド 5.22 N -オクチルタダラフィル 7.29
ヘスペリジン 4.01 グリピジド 5.23 プロピオン酸テストステロン 7.29
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マンデロニトリルは東京化成工業製、ストリキニー

ネ硝酸塩は鳥居薬品製、トリメトプリムはナカライ

テスク製、グリシチン、グリシテイン、ゲニスチン、

ゲニステイン、ダイジン及びダイゼインは長良サイ

エンス製、アピゲニン、アブリン、D-アミグダリン、

エルゴメトリンマレイン酸塩、ガランタミン臭化水

素酸塩、 [6]-ギンゲロール、クロルプロマジン、ケ

トコナゾール、ゲニポシド、コバラミン、コルチコ

ステロン、コルヒチン、ジエチルスチルベストロー

ル、2,4-ジニトロフェノール、スチルベン、セルト

ラリン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩一水

和物、トリプタミン、トリプトファン、バイカリン、

バイカレイン、ハルモール、ビオチン、5-ヒドロキ

シトリプトファン、ピペリン、ペオニフロリン、ベ

ルベリン塩酸塩、ベンジルアルコール、マグノフロ

リン、メサコニチン、メトキサレン、リコリン塩酸

塩、ルテオリン、ロガニン及びロシグリダゾンは和

光純薬工業製を用いた。  
２）試薬 

既報 5),  8)のとおりである。 

３．標準溶液の調製 

既報 5),  8)のとおりである。  
４．試験溶液の調製  

既報 5),8)のとおりである。カプセル剤のカプセル

は粉砕後、約 10 mg を精密に量り取り、水 1 mL を

加え、約 40℃で 15 分間超音波抽出した後、メタノー

ル 9 mL を加え再度約 40℃で 15 分間超音波抽出した。

静置後、0.2 μm のメンブランフィルターでろ過した

ものを試験溶液とした。  
５．装置  

既報 5),  8)のとおりである。  
６．測定条件  
１）HPLC/PDA 測定条件  

既報 6)のとおりである。  
２）UPLC/PDA 測定条件  

既報 8)のとおりである。  
３）LC/MS 測定条件  

既報 6)のとおりである。  
４）薄層クロマトグラフィー（TLC）測定条件  

既報 5)のとおりである。  

 
 
 
 
 
 
 

 

結果及び考察 

１．スクリーニング分析法と検査項目数の推移  
平成 23 年 12 月以前は HPLC/PDA によるスクリー

ニング分析法で試験検査を行い、平成 24 年 1 月以降

は UPLC/PDAによるスクリーニング分析法で試験検

査を行った。  
検査項目数は、平成 23 年 12 月以前は 93 成分で、

平成 24 年 1 月以降は 156 成分であった。その後、「健

康食品」の安全性・有効性情報  被害関連情報 9)等で

報告された国内外において健康食品から検出された

医薬品成分を中心に検査が可能な項目を追加し、平

成 25 年度末では 246 成分が検査可能となった。  
２．試買製品数と違反製品数の推移  

平成 17 年度に中国製ダイエット用健康食品を服

用したことによる全国的な健康被害が発生した 10)。

それ以降、当県では無承認無許可医薬品取締事業を

強化し、平成 19 年度以降の試験製品数は約 100 製品

となっている 7)。表 2 に違反製品数の推移を示した。

違反製品数は、平成 21 年度から平成 25 年度の期間

で 23 件であった。  
３．「いわゆる健康食品」から検出された医薬品成分

について 

１）強壮を標榜・暗示した製品から検出された成分  
日本国内では、平成 15 年度以降強壮を標榜・暗

示する健康食品から勃起不全（ED）治療薬及びその

構造類似体が検出されるようになっている。平成 22
年度までは新たな ED 治療薬の構造類似体が報告さ

れていたが、平成 23 年度以降は報告されていない。

当県においても、平成 21 年度に日本国内で初めてメ

チソシルデナフィルを検出 11)して以降、新たな ED
治療薬の構造類似体は検出していない。しかしなが

ら、海外では新たな ED 治療薬の構造類似体が報告

されており 12)-15)、国内で購入可能な強壮を標榜・暗

示する製品からは、既知の ED 治療薬及びその構造

類似体の検出が続いている。平成 21 年度から平成

25 年度にかけて当県で試験を実施した製品からは

10 成分が検出された。その他、検出された医薬品成

分は、滋養強壮効果のある生薬であるインヨウカク、

日本薬局方第 7 改正まで下剤として収載されていた

フェノールフタレインである（表 3）。この中で、平  

 
 
 
 
 
 
 

 

表 2 「いわゆる健康食品」の試買製品数及び違反製品数の推移 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

試買製品数 1031)
（3） 100 100 99 100

違反製品数 91)
（3） 2 1 4 7

違法ドラッグ対策事業の試買製品から、医薬品成分が検出された製品のみ（ ）内に数値を計上した。

1) （ ）内の数を含んだものである。
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成 21 年度にカプセル剤のカプセルからタダラフィ

ルを検出した事例及び強壮を標榜・暗示した製品か

らフェノールフタレインを検出した事例は検査を実

施して初めて遭遇した事例であった。カプセル剤の

カプセルからタダラフィルを検出した事例は厚生労

働省が実施した平成 20 年度無承認無許可医薬品等

買上調査においても報告 16)されており、一時期に流

行傾向にあったが、近年はカプセル剤のカプセルか

ら医薬品成分を検出する事例は見られなくなってい

る。また、フェノールフタレインは痩身を標榜・暗

示する製品から検出されることが多いが、強壮を標

榜・暗示した製品からの検出は珍しい事例であった。 
２）痩身を標榜・暗示した製品から検出された成分  
 中枢性食欲抑制薬であるシブトラミン、その誘導

体である脱 N-メチルシブトラミン及びシルデナ

フィルが検出された（表 3）。痩身を標榜・暗示した

製品から医薬品成分を検出した事例は、当県の検査

においては、平成 19 年度以来のことであった 7)。ま

た、シルデナフィルは、強壮を標榜・暗示する製品

から検出されることが多いが、痩身を標榜・暗示し

た製品からの検出は珍しい事例であった。シルデナ

フィルについては、Mitschke らが体重減少につなが

る可能性を示唆している 17)ことから、強壮作用を目

的として加えられたのではなく、痩身作用を目的と

して加えられた可能性が考えられる。  

 

まとめ 

日本国内においては、平成 15 年度に強壮を標榜・ 

暗示する健康食品から ED 治療薬及びその類似体が  

 
検出されて以降、現在においても「いわゆる健康食  
品」から医薬品成分を検出する事例が報告され続け

ている。実効ある試験とするためには、カプセル剤

のカプセルからタダラフィルを検出した事例がある

ことから、カプセル剤の内容物だけでなくカプセル

も試験するなど部位にとらわれず試験を行うことが

重要である。また、強壮を標榜・暗示した製品から

フェノールフタレインを検出した事例及び痩身を標

榜・暗示した製品からシルデナフィルを検出した事

例があることから、「いわゆる健康食品」の使用目的

にとらわれない試験を行うことも重要である。そし

て、検査が可能な成分数を増やすことも危機管理の

上で重要である。今後も既存の試験法で検査が可能

な成分数を増やすなどして、「いわゆる健康食品」の

検査体制を充実させていく予定である。  
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